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【感染症拡大防止のための特別規約】 

2024年 1月 5日改訂 

 

（１） 新型ウイルス等の感染症は、重症化するリスクがあること、また、無症状の感染者であった場合、他の

参加者に二次感染を引き起こす可能性があることなどを認識したうえで参加をお願いします。 

（２） 大会主催者は、感染症拡大防止のため個人情報を保健所・医療機関などのこれらの情報を必要とする第

三者へ提供することがあります。 

（３） 大会主催者は、感染症拡大防止のため参加者の出走を取り消す、会場での待機、会場からの退出を求め

ることがあります。 

（４） 参加者及び参加者の濃厚接触者が、大会終了後 2 週間以内に感染症にり患した事が判明した場合は、

主催者に対して速やかに連絡してください。 

（５） 主催者は感染防止対策を実施しますが、本大会における感染症への感染又は感染者への濃厚接触（これ

に付随関連して発生する一切の損害を含む）について、一切の責任を負いません。 

（６） 主催者において大会当日のみ、傷害事故・疾病事故に対する保険に加入いたしますが、疫病や新型ウイ

ルス感染症などは対象外となります。 

（７） 大会 2週間前からの期間、参加者が以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせていただきます。 

・感染症陽性の場合 

・37.5 度以上の発熱がある場合 

・せき、痰、のどの痛み、その他体調の異常や不調のある場合 

・感染症陽性とされた人との濃厚接触がある場合 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる場合 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察機関が必要とされている国や地域への渡航または

当該在住者との濃厚接触がある場合 

（８） 以下にご協力いただけない方は参加を取消し、または会場から退去していただく場合がございます。い

ずれの場合も参加費の返金や補償は行いません。 

・主催者が指示する手洗い・手指消毒・マスク等着用方法に従わない場合 

・ゴミを指定の場所に廃棄しない場合。また、飲み残しの飲料等を会場や路上などへ廃棄した場合 

・その他、本規約や大会の指示に従わない場合 

（９） 大会エリアで放置されたものは原則として廃棄されます。 

（１０） 当日は感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。 

（１１） 主催者が求める参加条件や感染防止対策を遵守いただけない方は、参加を取消しいたします。この場合

参加費の返金は行いません。 

（１２） 参加料以外（渡航費、宿泊費等）については、いかなる理由があっても返金及び補償の対象にはなりま

せん。 
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